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事務局 

 

1 開会 

 

 

2 あいさつ 

 

 本日は、ご多用の中、また大変お暑い中、第 27回建造物部会にご出

席いただき、誠にありがとうございました。本日の部会から引き続き

のワーキングでは、余芳の移築再建について、お諮りいたします。今

後の文化庁との協議に向け、より詳細な議論をお願いしたいと思って

います。よろしくお願いいたします。限られた時間ではありますが、

よろしくお願いいたします。 

 

 

3 構成員、事務局、オブザーバーの紹介 

 

 

4 今回の議事内容 

 

 資料の確認をいたします。会議次第、出席者名簿、座席表が、各 1

枚。資料 1として、余芳の移築再建計画（概要）案についてです。資

料番号11ページまで、最後A4で資料11までです。 

 それでは、早速議事に入ります。ここから先は、小濱座長に進行を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

5 議事 

 

余芳の移築再建について 

 

小濱座長 

 

 余芳の移築再建について、事務局からご説明いただき、そのあと皆

さんからご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局 

 

資料1‐1をご覧ください。余芳の移築再建についての概要版として

作成したものです。本資料は、先に行われた 7月 9日の全体整備検討

会議にお諮りしたときの資料から、委員のご指摘の案を追加したもの

になっています。 

（2）余芳の沿革および事業経緯をお示ししています。余芳は明治 6

年から 7年に陸軍が民間に売却し、部材状態で保管されたのち、明治

25年に最初の移築、そのあと昭和 14年に同じ敷地内にて 2度目の移

築と一部増築がされています。昭和 48年に、便所部分を除く、増築さ

れた部分を含む範囲について、名古屋市の指定有形文化財に指定され

ています。平成23年の調査解体ののち、余芳の移築再建に向けた検討

を平成26年度より開始し、平成 27年の第19回全体整備検討会議にお

いて、御城御庭絵図に描かれている四畳半での姿での復元方針を確定

しています。 

資料1‐2をご覧ください。計画上の位置づけです。余芳の移築再建

については、平成25年3月に策定した名勝名古屋城二之丸庭園保存管

理計画書に、周辺整備を含み、移築再建することを位置づけています。



現在策定に向けた検討を行っている、名勝名古屋城二之丸庭園整備計

画案においても、余芳の原位置への移築再建について記載する予定で

す。 

次に、これまでの調査結果として、資料 1‐3と 1‐4に移築前の現

地調査の結果、さらに資料 1‐5と 1‐6に、復元場所二之丸庭園内の

発掘調査の結果についてお示ししています。発掘調査では絵図に描か

れている手水、図中の赤丸箇所ですが、実際に検出されたことから、

今後の復元位置を特定する手掛かりとして考えています。 

資料 1‐7 をご覧ください。（3）部材調査および仮組調査の概要で

す。平成30年度の部材調査、仮組調査は、江戸期の姿である四畳半の

部分を対象に、当初架構を確認するために行いました。その際に、明

治以降に増築された水屋部分より、江戸期の部材等が発見されたので、

今年度 4月より改めて仮組を行い、現在、部材の転用について詳しく

調べています。痕跡調査より、3種類の番付がありました。史料調査の

結果と合致していること、主室の柱と梁、桁、小屋束、足固、下屋を

支える北東下屋桁が、軸組の当初材として残っていることが確認でき

ています。増築された水屋部分等に、主室の桁、下屋桁が転用されて

いることもわかりました。 

資料1‐9をご覧ください。資料や仮組、部材調査結果から計画図の

作成を行っています。本日は、当初作成案の横に、痕跡から考えられ

る委員ご指摘の案についてもお示ししました。併せて資料 1‐10にも、

桁の痕跡から考えられる丸太を桁高さまで下げる案についてもお示し

しました。 

最後の資料 1‐11をご覧ください。名古屋市の指定有形文化財の現

状変更手続きに関わる諸手続きを進めていくことを予定しています。

（3）に概ねの手順をお示ししています。 

資料の説明は以上です。 

 

小濱座長 

 

 ありがとうございます。ご意見、ご質問がありましたら、よろしく

お願いします。 

 

麓構成員 

 

 あまり今までの部会で話したことと、違いはないように思います。

今後、どのように進めていくのか。具体的な進め方、手順を、説明し

ていただけますかね。 

 

事務局 

 

今後の進め方です。今見ていただいている資料は、主にこれまでや

ってきた作業の概要というかたちでまとめたものです。文化庁と相談

をする中で、つい先日まで、このかたちでまず頭出しをして文化庁へ

ご説明して、ここから全体をだんだん深堀していくイメージで進めて

いこうということで、進めていましたが、少し変更がありました。こ

の状態は、この状態でまとめますが、次の段階としては主に建物に絞

って、それもいわゆる復原検討です。江戸時代に、この場所にどのよ

うな建物が建っていたのかという検討を、まずはやる。それが 1歩目

です。 

2 歩目として、まわりの庭園との取り合いや、もう一つは今の復原

検討に対して、実際に建てる建物は、どういう建物にするのかという

計画図。この 2つを 2歩目として検討していって、最後はいろいろな

意見をすり合わせて、最終版を作ることが、最後のステップになりま



す。こういう 3ステップで、今後は進んでいこうということで、文化

庁からは助言をいただいています。 

 

麓構成員 

 

 今の資料、今後の進め方の概要ですが、どのような調査をして、ど

のような調書を作るとか。あるいは、どのような資料をまとめていく

のか。それは、どのようにお考えですか。 

 

事務局 

 

 まず資料としては、ほかの今までの復原した構造物の、こういった

検討資料の事例を、文化庁から参考でいただいています。それを参考

に、例えば一つひとつの痕跡から見える将来の案を、一つひとつ丁寧

に説明を並べていくような資料を、ひたすら作っていくイメージでい

ます。 

 

麓構成員 

 

 私も、そうすべきだと思います。今回は史跡の復元ですけど。史跡

の復元と、重要文化財建造物の復原に対する現状変更の手続きとでは、

具体的な資料の作り方がずいぶん違っています。余芳は非常に貴重な

建物で、単に名勝の中の一つの構成要素ということではなくて、将来、

建造物として重要文化財になってもいいような建物ですから、今の痕

跡調査というのは、むしろ建造物の現状変更に相当するくらいの資料

を作るつもりでいたほうがいいと思います。それくらい厳密な復原、

それはひょっとすると、今は市指定ですが、市指定のそういうものよ

りも、もっと詳細な調査、詳細な資料を作ることになるかもしれない

し。おそらく史跡の復元よりも、ずっと詳細な資料になるかと思いま

す。ぜひ、建造物の復原、現状変更と同程度の資料を作っていただき

たいと思います。 

 そういうものを、どのように作るのかというのは、私もかつて、国

指定の重要文化財の現場で直接、そういうのを作成した経験があるん

ですけど。まず、何をすべきかというときに、これはアドバイスです

けど。少なくとも、今から復原しようとする、例えば資料 1‐9の平面

図については、今は平面図だけですけども、これから痕跡等を見なが

ら復原図、断面図、立面図を作りますよね。あるいは、床伏図、梁伏

図、小屋組みの基礎であるとか、そういうものを作っていく段階で、

まず当初材と思われるものが、どこにどれだけ残っているか。という

ことを、その図面の上で、例えば色分けしてまとめて、それぞれの当

初材のどの面にどのような痕跡があるかを調べたうえで、写真も添え

て、これがこの痕跡なんだというものを作る。そうすると、こういう

会議でだされて。今日の資料 1‐9だけだと、本当に正しい復原かどう

かが、わからないですけども、今お話ししたように、当初材がどれで、

当初材のどこにどんな痕跡が残っているから、どういう納まりだった

というのがわかるんですよね。資料を見ながら理解することができる

ので。ぜひ、そういうものをきちんと作ってほしいと思います。その

資料ができたうえで、それをまとめるようなかたちで、現状変更の要

旨みたいなものを作って。最初に詳しいものを作って、それをすべて

読まないとわからないでは困るので、要旨は要旨でまた別に作る。こ

れは国の建造物でも同じですけども。そういうものを作っていく、と

いうふうにすると、非常に実証的な復原ができると思います。 

 まずは、かつて余芳はこうだったという復原図を作ったうえで、今

度はその状態でというのではなくて、かつてこういう状態だったとい



うことがわかったうえで、今度は耐震診断をしないといけないと思い

ます。耐震診断をして、それがどの程度の強度があるのか。必要な補

強があれば、それも検討する。と、進めていくといいと思います。 

 

事務局 

 

 ありがとうございます。今、麓先生がお話されたことは、先日文化

庁と打ち合わせをしたときに、同じようなことをいわれました。当初

材が、どのくらい残されているのか、わかりやすくするということだ

とか。そもそも、私どもの資料がまだ、説明をする資料になっていな

い。説明がつくレベルまで達していない資料になっていますので。そ

こは、一つひとつの調査から、それはいろいろな調査のやり方がある

と思います。いろいろな調査の結果から、確実なものは、そのような

説明をしますし、こう考えると蓋然性が高いものであれば、そういっ

たかたちの説明がつくような、ふわっとしていない資料作りにしてい

こうと考えています。 

 

麓構成員 

 

 そういうものができた段階で、途中で当然、部会も開催されるでし

ょうけど。それが最終的に、部会で承認されて、県や国に挙げていく

と、問題がないかなと思います。 

 

事務局 

 

 わかりました。もう少し詳細なスケジュールなどは、ワーキングの

ときにお話しをさせていただきます。 

 

溝口構成員 

 

ご説明の中で、わからなくなってしまうのが、文化庁といろいろ相

談しているのは、史跡のほうという理解でいいですよね。当然のこと

ながら、史跡整備ですから。 

 

事務局 

 

 史跡整備、名勝。 

 

溝口構成員 

 

 史跡名勝の、かつての。そこで、お話されたステップの話で、名勝

としての整備の手続きの話です。そこででてくる復元、元のほうの復

元ですね。ふくげんが 2つ、それが正しいかどうかということではな

くて。文化庁的な用語で、原っぱのほうの復原と、元のほうの復元が

あって。史跡だったり、名勝だったり。名勝はもっと、史跡よりもや

やこしいですけども。名勝の整備の中で、旧状をある程度復元したう

えで見せていこう。今回、二之丸庭園の整備計画の位置づけを、資料

1‐2、1‐3で入れていただいたので、名勝としてどういう方針なのか

ということが、よくわかって。こういう情報が、今まで何にもなくっ

て。こういった資料があると、なるほど、下に埋めたまま、かさ盛り

した上に造るのね、って。これは史跡にしろ、名勝にしろ、とられる

手法で、それでやっていこう。そのあたりの資料は、よくわかりまし

た。 

 でもお話があったのは、文化庁とやりとりをしているのは、元のほ

うの復元の話。 

 

事務局 

 

 原のほうの。 

 

溝口構成員  原ではなくて、元のほうの。何もないところに、極端にいうと木造



 の天守もそうですけど、オリジナルのものではないので。構成要素の

中でも、直接の価値を担保するものではなくて、それを向上させるよ

うな新たなものを、建物だったら建物で造るうえでのお話、という理

解でいいですか。 

 

事務局 

 

 余芳に関しては、部材としては、すべてではないですけど、オリジ

ナルの部材を、極力オリジナルの位置に戻すので、移築再建ではあり

ますが、原のほうに近いのかな、という認識ではいました。 

 

溝口構成員 

 

 お聞きしたいのは、どっちの議論で文化庁とお話しているのか、と

いうことです。 

 麓先生が言われるのは、原っぱのほうの復原。 

 

麓構成員 

 

 もう少し説明します。この間、合同のときに平澤主任調査官が、リ

モートで参加されていましたよね。平澤主任調査官は、名勝を主に担

当している、主任調査官ですよね。その延長なので、先ほどの説明で

文化庁から指導を得ながらというのは、平澤主任調査官の指導と、理

解していました。今溝口先生がお話されたような、ふくげんというの

が、原か、元なのかというのは、そもそも史跡名勝部門では、元しか

使っていません。建造物の部門では、原しか使っていません。ふくげ

んというときには。建造物の復原というのは、必ずしも当初とは限ら

ないですけども、解体調査をした結果、この建物では一番価値が高い

であろうという時代に戻すときも、原を使うんですよね。復原という

のは。 

 史跡のほうは、今回の余芳を復原するという、建造物の原のような

復原と併せて、例えば工事中に新しく仮設物を造って、それを撤去し

て元に戻すのも、復元に相当するんですよね。元のほうのね。 

 ふくげんの概念が、史跡名勝部門と、建造物の部門と違って、その

違いがあるものだから、あえて元と原とを分けて使っています。そう

いう意味では、平澤主任調査官の話をする限りにおいては、元のほう

なんですが、余芳の復元については、建造物の原の復原と同等のこと

を、我々もやりたいと思っています。おそらく平澤主任調査官も、余

芳についてはそういう、建造物みたいな復原をしてくださいという。

ただ、復元検討委員会とか、現状変更を担当する文化庁の審議会が、

メンバーが建造物と名勝とは異なっていて、必ずしも建造物のほうの、

原のほうの復原のような資料を作っても、名勝の委員会のほうでは、

そこまでいらないよ、っていう話になるかもしれないです。対文化庁

は、そうなんですけど。この建造物部会では、ぜひとも建造物の、原

のほうのような復原の検討をこれからずっと続けていきたいと思って

います。 

 

溝口構成員 

 

 それは、我々の要望とかではなくて。これは名古屋市の指定文化財

なので、基本的には。国だろうが、県だろうが、市だろうが関係なく

て。指定文化財に関していえば、当然、なんか変える時は現状変更が

伴ってきて、それが妥当かどうかの検討をし、元の部材がどうだった

かという、麓先生がお話されたようなちゃんと調査をし、史料も調査

をし、きちんと報告書も作り、そのうえで今回こういう現状変更要請

を、それはその価値をより向上させるため、本質的な価値を向上させ



るための元に戻すという、原っぱのほうですけれど、それが妥当だ。

ということの資料をきちんとやったうえで、ものとしては、そういう

ものとして復原をしていく。原っぱのほうで。それは、名古屋市の指

定文化財なので、文化庁はそこに介在する話ではないです。極端にい

えば。例えば、余芳の図面が非常によく残っていて、それを基に新材

で造ることが可能です。いろんな絵図が残っていてね。それと、今回

の余芳をもってくるというのも、どちらでも極端にいうと文化庁の、

名勝の中での構成要素としては、あまり変わらない。極端にいうと、

そこがオリジナルかどうか。オリジナルのを持ってくるからいいんで

すよ、ということで、プラスには寄与するとしても、そこの中身の妥

当性がどうかということは、名勝のところでは、基本的にはかかる話

ではないし。かけようと思ったところで、麓先生が言われたけれども、

第三専門調査官で、そのメンバーは、もちろん建造物のメンバーもい

ますけども、そこでメインテーマにはならないので。 

 なぜ私が発言したかというと、お聞きしていると、それがごちゃご

ちゃになってしまっていて。文化庁の史跡名勝セクションのところか

ら受ける指導、それから整備に関する指導というものとは別に、麓先

生はいわれたけども、市の指定文化財であり、城内の数寄屋建物とし

て非常に価値の高い物で、市の指定になっている。それは建造物の有

形文化財として、どこにあろうが、もう 1回組み立てて元に戻すとき

には、しかるべき手続き、ちゃんと手順をふんで調査をし、それを記

録に残し、今回のこれで、こういう根拠に基づいてこういうふうにし

ました。これが50年後、100年後見直しても、ああなるほど、そうい

う証拠でこうなったのね。大矢さんのところにあったときとは随分違

ったけれど、きちんとした調査に基づいて、これが復原されたんだ。

上屋のものとして、そこはきちんとやっていただかないといけないで

す。かつ、そこは切り分けて認識していただかないと、いろいろな発

言が文化庁からあるんですけども、史跡名勝の観点からの、元のほう

の復元に関する発言を、余芳の有形文化財としてのそこと混同しない

ように、聞く側はきちんとそういう立場で聞いていただかないと、混

乱をしてしまうというか。向こうはそういう意図ではないのに、全然

違うことをやってしまっている可能性があります。これは本丸御殿の

ときにも、何回かありましたけどね。そのへんを、ちょっと気を付け

ていただきたいと思います。 

 有形文化財の建造物としてのやるべきこととは、名古屋市の指定文

化財でもあるし。指定文化財というのは、現状変更も含めて、麓先生

がお話されたことは、それはそれでちゃんとやってくださいね、とい

うことです。まずその前提として、名古屋市サイドとして聞くときに、

文化庁のどのセクションに聞いていて、それはどういう向こうの立場

からの指摘かということ。今やり取りしているのはあくまでも名勝と

しての、向こうのやり取りなので。有形建造物に関するところという

のは、逆に視野にあまり入っていない、名古屋市さんが考えることで

すよ、というのを、ふくげんという言葉を取り違えてしまうのもどう

かな。それは十分気を付けていただいたほうがいいかな、という気が

しました。 

 

小濱座長 

 

 素人なので初めて聞いて、なるほどなと思ったんですけどね。原っ

ぱのほうは、材が残っているから、それをもう 1回組み上げるという、 



 

溝口構成員 

 

 そのへんのプロセスは、麓先生がわかっていらっしゃるから、 

 

小濱座長 

 

 もう一つの元のほうは、新材を使ってもいいと。構造などがわかっ

ていれば、新材を使っても、それは復元ということですか。新材を使

って。 

 

麓構成員 

 

 もちろん、どっちにしても、古材があればなるべく古材を使うし、

古材がなければ新材も使いますけど。 

 

小濱座長 

 

 本丸御殿は、全部新材ですよね。 

 

麓構成員 

 

 全部新材ですけど。例えば、名勝指定された中に、もともと古建築

が建っているということもあるんですよ。建造物としては指定されて

いない古建築が建っている。それの修理をするときに、仮設の足場を

組みます。史跡なり、名勝だったら、現状変更許可申請をだすんです

よ。そして工事が終わって、仮設を撤去して、元通りになりました。

という建物の修理ではなくて、仮設を付けて撤去しました、というの

も復元というんですよ。 

 新材か古材かということが、直接関わってくるわけではなくて。 

 

溝口構成員 

 

 ベースになるものが違うので、オリジナルのものがまったくなくて、

その価値を認めたうえで、有形文化財、 

 

麓構成員 

 

 その場合は、建造物の有形文化財ではないです。 

 

溝口構成員 

 

 ではない。 

 

麓構成員 

 

 本丸御殿もそうでしたけど、新築だから文化財ではないという発想

もちょっとおかしくて。特別名勝の構成要素になるのだから、文化財

相当の復原を、史実に忠実な復原をしないといけない、ということは

当然ありました。本丸御殿のときはね。 

 

溝口構成員 

 

 天守も同じですよね。史跡なり、名勝の価値を、構成要素として、

できたらなんでも構成要素ですけども。その価値を向上させることに

貢献するものではあるわけですよね。それはでたらめのものではいけ

なくて。当然、そこで追求されるのは、オリジナルの、元のものに近

いもの、新材ではあるけど、ということです。ただそれは、原っぱの

ほうの復原では、有形文化財でいう建造物の範疇には入ってこない。 

 

麓構成員 

 

 元のほうです。その場合は。元ね。両方とも「げん」と呼ぶし、両

方とも「もと」という意味もあるし、ややこしいんですけど。これは

文化庁で、史跡名勝部門と建造物部門とで分けて考えているだけの話

です。どっちにしても、新聞でいったら、新聞社は必ず原っぱ使わな

いで、元に変えてしまいますけど。文化庁は、そうやって分けて使っ

ています。 

 



小松構成員 

 

 ちなみに、資料 1‐1の事業経緯というところに、平成 25年だと名

勝復元、平成27年になると復原が原のほうに変わっていますよね。 

 

事務局 

 

 平成25年のほうは、名勝の計画書の中では元のほうなので、それに

則って表現しています。平成 27年の江戸期の姿で復原案のほうは、建

築物として、 

 

溝口構成員 

 

 有形文化財として、 

 

事務局 

 

 そうです。 

 

溝口構成員 

 

 文化財の話と、史跡名勝の話と、面倒くさいですけど、これが正し

いと思います。 

 

事務局 

 

 そうです。使い分けています。 

 

小松構成員 

 

 これが正しいと。 

 

溝口構成員 

 

 上の、資料1‐2、1‐3を今回付けていただいて、改めて読み直して、

よくわかりました。前回、現場でとんちんかんな質問をしていたな、

というのがよくわかった。こういう資料をいただくと、二之丸庭園が

どういう方針で、余芳のまわりはどういうふうにするかというと、遺

構はずいぶん下のほうにあるんだけれども、当然それは保護したうえ

で、上のある高さのところで、余芳、および風信の周辺というのは、

周辺の復元整備を進めるという、北御庭のところに、5 行目のところ

に書いてあります。これはまさに、下に遺跡は、史跡としての部分は

遺っていて、その上の土盛りがある一定のところに同じような形で、

もう1回再現しようという意味での復元ですよね、これは。 

 

小松構成員 

 

 元のレベルまで下げることができれば、原っぱのほうになるんです

か。 

 

溝口構成員 

 

それはならないです。 

 

麓構成員 

 

 史跡では絶対、元しか使わないです。 

 

小松構成員 

 

 わかりました。 

 

麓構成員 

 

 建造物では絶対、原しか使わないです。 

 

溝口構成員 

 

 庭園なんかは、極端にいうと室町時代の庭園なんかは、室町時代の

状態で遺っていないし、樹木も全部違いますのでね。オリジナルもの

が完全に遺っていて、それをいかにやるかという、有形文化財として

の建造物のもあるし、特殊性というのはそこの厳密な、だからこそ元

に戻す原っぱのほうの復原がどこまで正しいのか、という厳密さとい

うのは、有形文化財の建造物としては非常に、我々気になるところだ

し、それが妥当だったのかどうなのか、というのは、後世の検証を受



けないといけないですよね。それが検証できるような情報はきちんと

残しておかないと、なんでこんな形になっているの、っていう話にな

ってしまう、ということです。 

 

小濱座長 

 

 それって、建造物は、原っぱはないですか。建造物は元しかないの

ですか。 

 

麓構成員 

 

 いえ、建造物は原っぱ、史跡名勝は元、です。 

 

事務局 

 

 先ほど手続きのところで、国指定の名勝としての手続きの話をしまし

たが、名古屋市指定の文化財としての手続きは、ちゃんとそちらはそ

ちらで進めていきます。今後の説明のときには、それがごちゃごちゃ

にならないように気を付けます。また、おかしなことを言っていまし

たら、ご指摘、ご指導いただけると助かります。よろしくお願いしま

す。 

 

溝口構成員 

 

資料 1‐11もご説明されましたが、ちょっと小姑みたいであれなん

ですけど。余芳の復原については、この部会と庭園部会の検討をして、

ちゃんと名古屋市の指定文化財としての現状変更の許可をとって、場

所が変わっているし、多分何もしていないんですよね、前の状態から。 

 

事務局 

 

 昭和期の大矢家で解体するときの、現状変更をとったのが最後です。 

 

溝口構成員 

 

 解体か何かをやったときですか。 

 

事務局 

 

 解体のためにです。 

 

溝口構成員 

 

 ですよね。そのときから動いていないので。それできちんと現状変更

申請を行っていただくんだけど。それと、名勝としての、構成要素と

しての余芳というのは、常に切り分けて書いている。となると文化庁

に申請し、というのは名勝のほうでの話ではないですか。 

 

事務局 

 

名勝のほうの変更をした後と聞いていたものですから、名古屋市の

指定の話は。順番的には、フローでいくと矢印の 3つ目に、文化庁の

名勝のほうの現状変更をして、4 つ目に市の指定の文化財の変更をす

るというフローをお示ししています。 

 

溝口構成員 

 

だからそのときに、余芳の復原の原っぱのほうについては、という

ことですけども。そのことの中身については、文化庁としては、先ほ

ども言ったけど、新築、まったく新材で造る場合も、旧材で造る場合

も、あまり変わらないというか。名勝としての本質的価値がどうなる

か、というところの問題が非常に、第三のほうでは、史跡名勝では重

要だけれども。もちろん、それがオリジナルであるってことは、非常

に価値を高めることではあります。そこに対する、この復原のあり方

はどうなのかということは、文化庁の範疇ではないはずです。基本的

には。どうしてここにもってくるの、どういう由来で、どう正しいの、

ということに対する説明は必要だけれど、原っぱのほうの復原の中身



について、詳細に文化庁に名勝のうえで説明するということは、重要

になってくるのですか。やり取りで。逆にいうと、そこまで何で、第

三専門調査官としては。 

 

事務局 

 

 手続きとしては、名勝の中に復元のほうの建物ということですので、

文化庁の手続き的には、復元検討委員会になります。復元検討委員会

での議論を経て、国のほうへの手続きへと進みます。同時進行で、市

のほうへの手続きも進めていきますが、最終的には市で指定されてい

るすべての部材を名古屋城で使えるわけではありません。使わない部

材も当然発生します。その使わない部材をどうするのか、ということ

も併せて考えないと、市の指定に関しては結論がだせないと。そうい

うふうになったときに、順番的には先に国のほうの、名勝としての結

論をだしたうえで、市の手続きを最後にやる。順番は、そういう順番

で考えています。ただ作業は並行して進めていきます。 

 

溝口構成員 

 

 お伝えしたかったのは、それぞれの、名勝として必要とされる史跡

名勝での復元検討委員会で検討される内容、何が必要とされるか、こ

れは新築でもまったく同じです。そこと、有形文化財としての、今お

話しされた価値は違うので。そこが混同されない、どこで何が、どう

いう条件なのかといったときには、復元検討員会では資料に対して、

新築で造る場合もですよ。私も新居関でやっていますけども。厳密に、

どういう史料が遺っていて、考古学的な史料と、文献史料や絵図、類

例と比較しながら、いかにこれが妥当性をもつかということを、資料

でもって説明するんですよね。それと、有形文化財のほうの話とは、

ちょっと同じように見えて、天守でやられているでしょうけど、違う

ので。そういうのが必要とされるハードルが、種目が違うので。それ

がごっちゃにならないような書き方にしていただきたい。史跡名勝と

して文化庁へ申請をして、変更を受けたうえで、有形文化財としては

名古屋市のこれはこういうふうにして、というふうに。最初の題目を

なるべく入れていただくと、あとから読み直しても混乱しないと思い

ます。こういうものを書くときに、そこをちょっと気を付けていただ

いたほうがいいです。長々お話しましたが、私がお願いしたいのはそ

こで、それはちゃんと違いますよ。復元検討委員会というのは、新築

も復元検討委員会ですから。そこで要求されるものと、今、有形文化

財としての検討すべきことというのは、おのずと違ってくるので、全

然。ものさしが違うので。何々としては、ここのこういうあれを受け

る。何々として、ここのこういうのを受ける。今回の余芳は 2つ網が

かかっている。史跡内の整備ということと、有形文化財としての余芳

そのものの価値の問題、という 2つがレイヤーでかかっているので。

そこを混同しないように、いろいろな記述をするときも、どっちのあ

れでかかってくる話なの、というのを意識しながら書いていただかな

いと、求められることと、アクションがずれてきてしまう。史跡名勝

として求められているアクションのはずなのに、有形文化財としての

アクションをしてしまって、ちょっとずれてしまったということが起

こりえるので。そこを意識しながら、常に整理していただきたい。2つ

かかっているから。それだけの話です。 

 

事務局  この後のワーキングでやっていく、より細かい作業になったときに、



 そこは意識しながらやっていきます。 

 

小濱座長 

 

今溝口先生言われた、今日の資料は、そういう区別があいまいだと

言われるわけですか。 

 

溝口構成員 

 

 これを読んだときに、伝言ゲームではないですけど、この時点で直

接色濃く議論をして、きちんと打ち合わせをされているかもしれない

けど。失礼な話、もう何人担当者が変わったかわかりませんが、その

へんの議論の境界が、線引きがきちんとあるのに、なんかあいまいな

ままやってきて、文化庁がいっているから、これはできません。それ

は名勝の話であって、有形文化財としては、ここが大事だよね、とい

うところが。事務局としては必ず有形文化財の建造物の話と、史跡名

勝の話というのがあって、それぞれが線引きがあって、価値と考える

ものさしが違うんだということを常に意識されていないと。これは別

に名古屋市さんだけを非難しているのではなくて、この手の類の仕事

に関わらせていただくと、そのへんが混同してしまう可能性があるの

で。常に資料を整理するときは、どちらの論点なんだということを、

きちんと明示しておいたほうが、いいということです。 

 

麓構成員 

 

 中野さんの眉間にしわが寄っていたので。もう少しわかりやすく。 

 

事務局 

 

 できるかな、っていう心配です。今のは。 

 

麓構成員 

 

 例えば、余芳の復元という、名勝指定地に余芳を復元するときに、

古材が一切ないのだけど、発掘すると、今回は手水しかでてこなかっ

たけれど、礎石がでてきましたとか。あるいは絵図があります。古写

真があります。この史料を基に復元することも、当然あるわけです。

日本中の城跡で、発掘成果と、絵図、古写真だけを基に復元するとい

うのは、よくやっています。そのときに、写真に写っているところは

わかるけど、写っていないところは、よくわからない。内部もよくわ

からない。それでも何らかの考察をしながら復元しますよね。 

 今、史跡名勝でやろうとしている復元というのは、これに近いこと

なんですけど。幸い、名古屋市の余芳については、移築されて、当初

材で増築された部分もあるけど、材料が残っている。そうすると、か

なり、さっき言った古写真や絵図だけではなくて、部材を基にかなり

の部分が詳細に復元できそうだ。というので、文化庁の同じ現状変更

を申請するにしても、かなり周到な復元根拠を示したうえで復元する

ことができる。それは記念物のほうでね。ということがあって、多分

平澤主任調査官も、そういうことを望んでいると思います。国指定の

史跡、名勝の復元というのもあるし。それと別に、名古屋市の有形文

化財としての指定がかかっているので、それは建造物の現状変更の手

続きが必要になってくる。今回の場合は、両方が必要ですよ、という

ことをいっているわけです。 

 

溝口構成員 

 

 それを混同しないでほしいという話です。 

 

事務局  わかりました。気を付けます。 



  

小濱座長 

 

 今日の、この資料についてはどうですか。 

 

麓構成員 

 

 まだまだ、これは中間報告程度の資料で、これについて今から議論

することのほどでもないです。 

 

事務局 

 

 このあとのワーキングの時間で、より細かい議論をお願いしたいと

思います。概要資料として、ご意見をいただければ、次のワーキング

へ移りたいと思います。 

 

小濱座長 

 

 前回でてきたものと、平面図も、断面図も、もう一つの案がでてき

ましたが。 

 

事務局 

 

 前回までお示ししていた、こうかなということに対して、それでは

ないというご助言をいただきましたので。今回、前回との違っている

部分がわかりやすいように並べて、書いています。この後の時間帯に、

元は私たちはどう考えたのか。新しいほうは、どういう考え方でこう

なっているのか、ということをお話したうえで、ご助言をいただけれ

ばと思います。 

 

小濱座長 

 

今日のこの資料は、こういう案があるという理解でいいですね。 

 

事務局 

 

 後段の資料にも同じものをまとめていますので。 

 

小濱座長 

 

 そういうことですね。どちらが、どうだという、評価をする必要は

ないということですね。 

 

事務局 

 

 はい、大丈夫です。 

 

小濱座長 

 

 ほかに、今日の資料1に対してのご意見はよろしいですか。 

 

溝口構成員 

 

 報告事項ですよね。 

 

事務局 

 

 報告に近いですね。 

 

溝口構成員 

 

 ですよね。報告して、意見を聴取したということですよね。 

 

事務局 

 

 本当は、報告ではなくて、限りなくこれをしっかり作りたかったん

ですけど。結果、報告に変わってしまったというか。方向性が変わっ

てしまったので。 

 

溝口構成員 

 

 先ほどの 3段階云々というのは、多分、あくまでも名勝としての考

えで、それはそのとおりです。そこの有形文化財に関わってくるよう

なところに、通常だと新築の場合が多くて、それが資料でどこまで妥

当性があるのか、資料でそこまで書けることが、そういうようなやり

取りがあるんだけれども。そこに関して、結構いわれるわけですよね。 

 余芳の場合は、きちんとオリジナルの、有形文化財としてのものが



あって、それに基づいて、こういうものがありますよ、ということを

復元検討委員会にだせば、そこでの議論というのは、そう何回も何回

もやり取りしてかかるものではなくて。ものがあって、痕跡があって、

こうこうであって、こうだからって、極端にいえば同業者が見ればわ

かるわけですから。そこは大変なことではないので、その資料はちゃ

んと作ってください、っていう意志だと、発言だと私は理解したんで

すけど。 

 麓先生が言われたように、本当に何にもない場合と、絵図と、発掘

ででてきたわずかな礎石と、類例などから復原するという場合も、本

当にそれでいいのって、纏向遺跡とか、いろいろ話題になることもあ

るわけで。そういうものとは一線を画すので。その部分ではきちんと、

議論を内部できちんとした、原っぱのほうの復原に基づくようなもの

で、今回は余芳についてはその考え方だから、その資料としてちゃん

と用意してくださいね、という意味だと理解したので。それはそのと

おりで。どっちにしろ、余芳の場合は、名古屋市の指定文化財なので、

当然そういうことは求められます。有形文化財として、原っぱのほう

の復原では、そのレベルのことは当然資料としては求められます。そ

れをそのまま付けていただければ、文化庁のほうの件は、問題なく通

るはずです。事務手続き的には、元のところに戻して、地上に、元あ

ったところに置くわけですけども。そのことを、そもそもいいかとい

う、文化庁のOKをとらなくてはいけなくて、そのうえでは復元検討委

員会に諮るんだろうけど。その前段としての、麓先生がいわれたよう

な、きちんと痕跡や写真など資料を揃えたうえでの、原っぱのほうの

復原が妥当だという、市指定文化財としての資料は、どっちにしろい

るということは、その作業は、市の指定文化財としての現状変更はも

っとあとでもいいのだけれども、手続き的にはね。作業そのものは、

もっと前に、文化庁にだす前に終わっていないといけないよね。 

 

事務局 

 

 それは並行して進めます。 

 

溝口構成員 

 

そっちが多分、一番先行する。だからこそ、ちゃんと。 

 

事務局 

 

 実際、手順は逆かもしれません。 

 

溝口構成員 

 

 作業はね。作業はそっちのほうが先なの。復原のほうの作業が先に

なってきて、それがついたかたちで、 

 

事務局 

 

 まるっと鏡像みたいに、裏返しに手続きが進んでいくかたちになる

のかなと思います。 

 

溝口構成員 

 

 有形文化財としての現状変更は、通常だと状況がわかって最後に、

工事がフィックスした状態でだしますから。事務手続き的には、一番

最後になってくると思います。 

 

事務局 

 

 わかりました。 

 

事務局 第 1回の復元検討委員会にだすまでの、全体整備検討会議とこの部



 会の関係性を説明して。9 日の全体整備検討会議で諮ったけど、その

後の平澤主任調査官の説明で、いろいろ考えたかたちと違ったものに

なってしまいましたから、そこのところをちょっと皆さんに説明して

ください。 

 

事務局 

 

文化庁内での手続きの話になるので。復元検討委員会を、3 回くら

いに分けてやろうかというご提案をいただいています。そのうちの 1

回目は、先ほどお話した建物の復原検討について、的を絞ったかたち

で復元検討委員会にかけようと、いわれています。そこにおだしする

資料としては、全体整備検討会議の先生方に、もちろん部会も含め、

会議の先生方に妥当性をお諮りしたうえで提出しないといけないと思

っています。今日の部会の資料として挙げた概要にプラスするかたち

で、第 1回の復元検討委員会にだすべき資料を付けたかたちで、全体

整備検討会議に戻そうと、最終的には思っています。 

その間は、部会の先生方に。先日、瀬口先生が、最初のとっかかり

の全体整備検討会議の役割としては、振り分けることがまずは大事と

いわれていまして。この案件に関しては、すでに建造物部会に振り分

け済みというふうに考えられるかと思います。あとは、部会の先生方

にこれなら全体整備検討会議に戻していいよ、という資料を、お墨付

きという言葉がいいかどうかわかりませんが、妥当性についてご了解

いただいたものを、最終的に全体整備検討会議に戻したい、と考えて

います。なので、今日の資料はこのまま保留させてください。 

 

小濱座長 

 

 保留ということは、どういうことですか。 

 

事務局 

 

 これを次の全体整備検討会議に戻すということではなくて、このま

ま何回か、建造物部会で、この後の詳細なものを審議していただいて、

それを合体させるかたちで戻すことになります。 

 

小濱座長 

 

 議事としての資料1は、概要ですよね。 

 

事務局 

 

 概要です。 

 

小濱座長 

 

 これは、皆さん、お認めいただいたということでよろしいですか。 

 

麓構成員 

 

 これで、認めるという話でもないですね。 

 

溝口構成員 

 

 だから、審議ではなくて、報告として、建造物部会の委員から意見

を聴取したというかたちが、議事録では正しいと思います。中の審議

をして、妥当性云々というのは、それはやっていないので。そのこと

はワーキングでやったうえで、改めてでいいと思います。 

 

事務局 

 

 中間報告という位置づけで。 

 

小濱座長 

 

 報告を聞いたということで、部会はここまでですね。 

 

溝口構成員  そのように議事録を書いていただければ、大丈夫です。 



  

事務局 

 

部会としては閉めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 


